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――　特許や商標はインフラ

少子高齢化で日本の人口減少が進むな

か、国内市場の縮小は避けられず、企業

戦略として海外進出を検討することが必

要な時代となったといえる。特許や商標

などの知的財産権があればビジネスが成

功するというものではない。しかし、知

的財産権を戦略的に取得することにより、

既存市場に食い込むことができるだけで

なく、他に先駆けて新たな市場を形成す

ることも可能になる。つまり、知的財産

は一種のインフラであり、市場の形成だ

けでなく、新たに形成された市場におい

てビジネスを先導しまた拡大するための

強力な武器になる。また商標は、単に他

社商品との差別化に留まらず、商品に化

体して品質、安全性及び信頼性を保証す

る目印になるものである。このため、海

外進出には特許のみならず商標取得も必

要不可欠である。

――　マーケティングに基づいた特許戦略

の必要性

市場の獲得にはマーケティングに基づ

いた特許戦略が重要である。次世代にど

のような技術や商品が必要とされるかを

見極めて研究開発し、他社に先んじて特

許の網を張ることが必要である。とくに

海外進出を図る場合は、既存の現地企業

やグローバル企業との競争に勝ち抜くた

めの新たなマーケティング戦略が必要と

なる。

自社製品に対するニーズがどの国にあ

るか、他社にない自社の強みは何か、ど

のような技術や商品があれば海外市場が

獲得できるか。企業の組織において、ト

ップマネジメントとマーケティング部や

研究開発部等の現場との調整がますます

重要になってくるだろう。消費者の好み

にあわせた市場志向性の商品開発は日本

企業が得意とするところである。マーケ

ティングと知財を上手く戦略的に活用す

ることで、仮に国内シェアの高くない日

本企業であっても、海外で市場を席捲で

きる可能性は多いにある。

―― 「美味しさ」は海外で通用するか？

知的財産権はその国の制度に合わせ

て国毎に取得する必要がある。また権利

化する国の事情や特許制度に合わせて、

クレームや明細書の記載等、日本出願

とは異なる戦略が必要になる。例えば、

食品に求められる効果の一つに「美味し

さ」があるが、味覚や嗜好には国民性が

ある。このため、日本で「美味しさ」に

こだわって特許を取得しても海外で通

用するとは限らない。聞くところによる

と、日本人の味覚による官能評価に基

づいて外国出願したところ、万国共通

ではないとして特許性判断に考慮されな

かったケースがあるという。海外では、

官能評価以外の方法で客観的に評価で

きる技術について特許取得することが望

ましい。

このように各国の特許制度や実務を考

慮する必要があるのは機能を特徴とする

健康食品についても同様である。日本で

は昨年 4 月から健康食品の機能について

物質のクレーム形式で特許が認められる

ようになったが、海外では方法や使用の

クレーム形式で記載しなければ特許が

認められない国もある。つまり、海外

で特許を取得するには、その国独自の特

許制度と実務に即した特許戦略が必要で

ある。

――　特許事務所に求められるサポート

体制

海外進出を目指す企業が増えているな

か、特許事務所に求められているのは、

明細書を作成するための技術的知識や実

務能力はもちろん、企業の要望に対して

的確に提案できる力である。また確実に

手続きを遂行できる事務能力も然りであ

る。企業が権利化を希望する国の特許制

度や実務に応じた事務手続き、戦略的な

クレームや明細書の提案、早期にまた廉

価に権利取得するための提案等、海外進

出及び市場獲得を目指す企業をサポート

するための体制が私たち特許事務所およ

び弁理士に求められている。
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――　マドプロとは

商標権の効力の範囲は、登録した国に

限定されるため、権利化するには各国で

出願手続きを行う必要があるが、「マドリ

ット協定議定書」による国際登録出願を

すれば、一括で権利化が可能だ。通常

「マドプロ」と呼ばれ、加盟国の中から権

利化したい国を指定し、各国に出願した

のと同じ効果を得ることができる。

――　マドプロの利点

海外で迅速、簡便に商標権を取得し、

ブランド戦略を推進したいという企業に

とって、マドプロは有効なツールだ。例

えば、商標権の更新や、住所変更などの

際、通常は各国での公証認証や現地代理

人への委任といった煩雑な手続きと多額

の費用を要する。マドプロの場合、申請

書に署名するだけで済み、費用負担を軽

減できる。また、来年インドネシアが加

わり、加盟国は計100カ国となる。加盟国

増加に伴う国際登録日確定の遅延など

の欠点もあるが、権利の束を獲得するメ

リットは大きい。

――　注意点

まず、日本もしくは海外現地法人・事務

所のある加盟国で商標登録または出願を

行うことが必要だ。この登録等が一定期

間内に無効とされた場合、その商標を基

礎とした各国の権利が失効する「セント

ラルアタック」という制度がある。また、

国ごとに審査の特徴があるため、予め理

解する必要がある。上手に利用すれば、

確実かつ廉価な海外商標の取得が期待で

きる。

マドプロを利用した海外商標登録
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